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こちらは、英文記事「The price cap on Russian oil」（2022 年 12 月）の和訳です。 

 
 

要旨 

 

• EU、G7 およびオーストラリア（「プライスキャップ連合」）は、世界市場へのロシア産原油の

供給を維持すると同時に、ロシアが石油輸出から得る収益を減らすことを目的に、2022 年 12 月

5 日から発効する法律とガイダンスをこのたび導入しました（「プライスキャップ制度」）。 

 

• このプライスキャップ制度に基づき、国際 P&I グループ（IG）の加盟クラブは、ロシア産原油

の船積みから仕向港における通関までの貨物価格が 1 バレル当たり 60 米ドル（「プライスキャ

ップ」）以下である場合に限り、プライスキャップ連合以外の国へのロシア産原油の輸送に対し

て P&I カバーを提供できるようになります。 

 

• ロシア産石油製品については、2023 年 2 月 5 日に別途プライスキャップが導入される予定で

す。 

 

• 12 月 5 日の時点で既にロシア産原油を積載していた船舶は、2023 年 1 月 19 日までに航海を完

了し当該貨物を荷揚げするのであれば、仮に当該貨物がプライスキャップを超える価格で販売さ

れていたとしても、合法的に航海を継続することができます。 

 

• クラブ、船主、傭船者は、それぞれが所有、傭船、保険提供する船舶に積まれるロシア産石油貨

物の価格確認が必要になります。この価格確認については、該当期間において価格がプライスキ

ャップを超えないことを示した契約証明を契約相手に提出してもらう形で行います。 

 

• 12 月 5 日以降にロシア産原油貨物を輸送しようとする船主または傭船者は、保険期間中、本船

に積まれている間にプライスキャップを超える価格で販売されたロシア産原油貨物を輸送しない

という証明を P&I クラブに提出する必要があります。証明書のフォームについては、本 Circular

の添付 II をご参照ください。 

 

https://www.gard.no/Content/34604218/MemberCircular_12_2022.pdf
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• また、2022 年 12 月 5 日以前に開始され、2023 年 1 月 19 日までに完了予定のロシア産原油輸

送に関わる取引に従事している船主および傭船者は、証明書を別途提出する必要があります。  

証明書のフォームについては、本 Circular の添付 I をご参照ください。 

 

• 2022 年 12 月 5 日以降に船積みされるロシア産原油、および 2023 年 2 月 5 日以降に船積みされ

る石油製品の輸送に対するクラブの保険カバーは、適切な証明書の提出をはじめとするプライス

キャップ制度の要件をメンバーがすべて順守することが条件となります。クラブは、輸送中の貨

物がプライスキャップより高い価格で購入されたと疑うに足る合理的な根拠がある場合、保険カ

バーの提供を中止する必要があります。 

 
 

はじめに 

2014 年のロシアによるクリミア併合以降、ロシアに対してさまざまな貿易制裁が実施されてきまし

た。   EU や G7 などの国々は、今回の危機に先立つ数か月の間、仮にロシアが軍事侵攻に踏み切れ

ば、前例のない制裁プログラムを発動すると警告していました。そして 2022 年 2 月 24 日に始まっ

た侵攻を受けて、EU、英国、米国とその他の同盟国は、ロシアの金融部門、航空・海運、防衛・航

空宇宙・エネルギーなどの経済戦略部門、およびロシアのウクライナ侵攻を支援している個人を対象

にした、大規模な共同制裁プログラムを発動しました。これらの制裁プログラムは、継続的に見直し

と策定が行われ、国際的に承認されたウクライナの領土内にロシア軍が留まる限り実施されるものと

みられます。これらの措置が海運と P&I 保険に与える影響については、 2022 年 5 月付、 2022 年 7

月付、2022 年 9 月付の IG 共通 Circular をご参照ください。 

 

ロシア原産の原油および石油製品に関する上限価格措置（プライスキャップ制度） 

ロシアは世界第 3 位の原油輸出国であり、その輸出による収入が同国の経済にとって大きな利益とな

っています。このような利益がウクライナでの戦争の資金源となっていることから、EU/G7 は、ロ

シアの石油販売による収益力を弱める制裁措置の考案に非常に力を入れてきました。 

 

こうした取組みの結果、2022 年 9 月 2 日にドイツのエルマウで開催された G7 と EU の会合におい

て、G7 の財務大臣は、設定された価格（「プライスキャップ」）を超える価格で販売されたロシア

産の石油貨物に対する海事サービスの提供を禁止することで合意しました。 

プライスキャップの目的は以下の 3 つです。 

 

1. 世界市場へロシア産石油の供給を維持すること 

 

2. 世界の石油価格の上昇を抑えること 

 

3. 原油/石油製品の輸出によるロシアの収益を減少させること 

 

プライスキャップ制度では、EU、G7、およびオーストラリアなどの同盟国の管轄下にある者は、ロ

シア産の原油や石油製品がプライスキャップ以下で販売された場合を除き、それらを輸送したり、輸

送を可能にするサービス（P&I 保険など）を提供したりすることが禁止されます。EU や G7、その他

https://www.gard.no/Content/33825671/cache=20220507110951/MemberCircularNo_3-22_JP.pdf
https://www.gard.no/Content/33841066/cache=20220807110057/MemberCircular_6-22_JP.pdf
https://www.gard.no/Content/33841066/cache=20220807110057/MemberCircular_6-22_JP.pdf
https://www.gard.no/Content/34192148/cache=20222909162039/Member%20Circular%20No.8-22%20update%2021092022%20(JP).pdf
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同盟国の管轄下にある事業者によるサービス提供の禁止は、EU/G7 連合に属さない第三国による輸

送や第三国への輸送にも適用され、連合域外への効力も持つことになります。プライスキャップ制度

は、原油貨物（CN コード 2709-00、以下「原油」）については 2022 年 12 月 5 日に、石油製品

（CN コード 2710、以下「石油製品」）については 2023 年 2 月 5 日に開始されます。 

 

2022 年 12 月 2 日、EU/G7 連合は、2022 年 12 月 5 日以降のロシア産原油のプライスキャップを、

まずは 1 バレルあたり 60 米ドルとすることを発表しました。 

 

また、EU、英国ならびに米国は先日、プライスキャップ制度の実施に関する法律とガイダンスを発

表しました。本 Circular は、船主、傭船者に対して、また IG とその再保険者が該当取引に提供する

保険カバーに対して、この制度が与える影響を説明するものです。 

 

米国 

多くのサービス事業者（P&I クラブの 1 つ、再保険者、銀行を含む）が、米国の管轄下にあるか、米

国法の対象となる金融取引を行っていたり契約を結んでいたりするため、米国の法律が関連してきま

す。 

 

2022 年 11 月 21 日、米国財務省は、大統領令 14071 号に基づく決定を出し、ロシア産原油の海上輸

送に関連する以下のカテゴリーに属するサービスを禁止しました。(i) 貿易/商品仲介、(ii) 融資、(iii) 

海運、(iv) 保険（再保険、P&I 保険を含む）、(v) 旗国、(vi) 通関。これらのサービスの提供禁止は、

2022 年 12 月 5 日に発効しました。 

https://home.treasury.gov/system/files/126/20221205_Price_cap_determination.pdf 
 

2022 年 11 月 22 日、米国財務省は「OFAC ロシア連邦原産の原油に対するプライスキャップ政策の

実施に関するガイダンス」と題した文書を発表しました。 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221122. 

このガイダンスは原油貨物のみに適用されます。2023 年 2 月 5 日に発効予定の石油製品のプライス

キャップについては、別途ガイダンスが発表される予定です。 

また同日、財務省/OFAC は「船舶の緊急事態に関連する特定のサービスを許可する一般許可

（General Licence）No. 57」を発表しました。

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl57.pdf 
 

プライスキャップ制度の対象となる貨物の輸送を検討しているメンバーにおかれましては、これらの

文書をご一読されることをお勧めします。 

 

米国のプライスキャップ制度のもとでは、EU/G7 連合以外の国へ米国人がロシア産原油の輸送およ

び輸送に関するサービスを提供することは、原油がロシアの事業者によって海上輸送のために販売さ

れた時点からロシア以外の管轄区域で通関後最初に陸上で販売されるまでの間、その価格がプライス

キャップ以下である場合に限り合法となります。 

 

https://home.treasury.gov/system/files/126/determination_11222022_eo14071.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/20221205_Price_cap_determination.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221122.
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl57.pdf
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船主およびサービス事業者は、この期間の原油価格を確認するために一定の措置を講じなければなり

ません。どのような措置を講じるかは、売買契約の当事者との関係の近さによって決まり、価格情報

を入手できる者がより厳しい義務を負うことになります。そこで、EU/G7 連合は、石油輸送に携わ

る当事者を 3 つの「階層（Tier）」に分類しています。Tier 1 の定義に該当する者は、Tier 2 や Tier 3

に該当する者と比べて、より広範囲にわたって確認することを求められます。Tier 3 に該当するのは

貨物の価格情報を直接知り得ない者であり、P&I クラブや船社はここに該当します。傭船者も Tier 3

とみなされる可能性がありますが、売買契約との関わりの深さや、売買契約に関して有している情報

量の多さによっては、Tier 2 あるいは Tier 1 にもなり得ます。 

 

また、プライスキャップ制度に関与する当事者は、貨物に支払われた価格がプライスキャップ以下で

あることを示した書面や証明（「Attestation」）など、契約相手から入手した取引の記録を保管する

義務も負っています。この記録は 5 年間保管しておかなければなりません。 

 

前述の OFAC ガイダンスでは、記録保管や証明に関する適切な手順を誠実に順守する米国のサービ

ス事業者に対して、OFAC による執行を回避するいわゆる「セーフハーバー」（一定の条件や要件を

満たしていれば、規則違反としないというルール）を定めています。 

 

米国人は、大統領令 14701 号に基づく決定に違反する取引に従事することや、同決定による規定を

回避しようとすることはしてはならず、こうした行為があった場合は OFAC に報告しなければなり

ません。 

 

英国 

多くの海事サービス事業者（P&I クラブを含む）が、英国の管轄下にあるか、英国法の対象となる金

融取引を行っていたり契約を結んでいたりするため、英国の法律が関連してきます。 

 

2022 年 11 月 1 日、英国政府は「ロシア（制裁）（EU 離脱）（修正）（No.16）規則 2022」を発表

しました。これは、英国法が 2022 年 6 月 4 日発表の EU 第 6 次制裁パッケージとおおむね同じ内容

になるよう整合性を確保することが目的です。この規則では以下のことが禁止されています。 

 

• ロシア産の原油および石油製品を第三国へ海上輸送すること、ならびに 

• そのような輸送を補助する海事サービスおよび金融サービスを提供すること 

 

2022 年 12 月 4 日、英国財務省は「英国 海事サービスの禁止および石油プライスキャップに関する

ガイダンス」を発表しました。Russian Oil Services ban - GOV.UK (www.gov.uk) 

 

また、英国は同日、プライスキャップ制度の実施に関する General Licence

（https://www.gov.uk/government/publications/russian-oil-services-ban ）を、さらに 2022 年 12 月 4

日には、プライスキャップ制度開始時点で既にロシアの石油を積んでいた船舶に対する経過措置を取

り決めた General Licence（事業縮小）を発表しました。 

 

https://www.gov.uk/government/publications/russian-oil-services-ban
https://www.gov.uk/government/publications/russian-oil-services-ban
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英国のプライスキャップ制度の基本的な性質は米国の制度とほぼ同じですが、重要な相違点がいくつ

かあります。General Licence が適用されるためには、当該貨物の価格について、「船上で貨物を受

け取った時点から、貨物が引き渡されて第三国の税関を通過する時点、または非特恵原産地規則に従

って実質的に別の商品に変質する時点までの間」、プライスキャップ以下を維持しなければなりませ

ん。 

 

米国のガイダンスと同様、英国でもプライスキャップ制度に参加する当事者に対して、貨物がプライ

スキャップに適合しているという証拠を入手するよう求めており、この入手義務の程度については、

売買契約との関わりの深さによって決まります。米国同様に Tier 構造が採用されており、各 Tier に

関する説明もほぼ同じです。また、参加事業者はプライスキャップ取引に関する記録を 4 年間保管す

ることが求められています。 

 

なお、米国のガイダンスにある「セーフハーバー」の概念への言及は、英国のガイダンスにはありま

せん。その代わり、英国の管轄下にある事業者（居住地に関係なく英国人を含む）は、プライスキャ

ップ制度が順守されていない場合に執行措置を回避するためには、金融制裁執行局（OFSI）に対し

て「証明プロセスの要件を OFSI が満足するよう適切なタイミングで完全に満たし、適切なデューデ

リジェンスを尽くした」ことを証明する必要があります。 

 

現在、ロシア産の原油や石油製品をロシアから第三国、または第三国から第三国へ船舶で輸送する世

界中の者に対して、英国の企業や国民が金融サービスや資金、仲介サービスを提供することは、制度

開始日（原油は 2022 年 12 月 5 日、石油製品は 2023 年 2 月 5 日）後に当該貨物がプライスキャップ

を超えて購入されていた場合、刑事犯罪となります。OFSI が実施しうる執行措置としては、厳格責

任に基づいて科される罰金などがあり、その額はプライスキャップ制度の違反額の 50%にも達する

可能性があります。 

 

また英国は、プライスキャップ制度の参加者に多くの報告義務も課しています。例えばサービス事業

者は、プライスキャップの禁止事項に違反した場合には OFSI に報告し、「英国による制裁措置への

違反が疑われる場合、合理的に実行可能な限り速やかにサービスを中止すること」が求められていま

す。 

 
EU 

英国同様、EU は金融サービスと技術海事サービス産業の中心地です。 

 

2022 年 6 月 4 日に発表された第 6 次制裁パッケージ（EU 規則 833/2014）は、ロシア産の石油を第

三国に運ぶ船舶に対して海事サービスを提供することを、原油については 2022 年 12 月 5 日以降、

石油製品については 2023 年 2 月 5 日以降禁止しました。規則 833/2014 とそれに付随する統合 FAQ

（よくある質問）は、9 月に EU/G7 連合が発表したプライスキャップ制度の基礎となっています。 
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2022 年 10 月 6 日、EU は第 8 次制裁パッケージを発表し、プライスキャップ以下で販売された貨物

の輸送と、輸送に関連した海事サービスに対する例外措置を盛り込みました。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:259I:FULL&from=EN 
 

2022 年 12 月 3 日には、欧州理事会がプライスキャップ発効に関する決定を発表しました。

https://eur-  lex.europa.eu/eli/reg/2022/2367 
 

さらに同日、欧州委員会が、プライスキャップ制度の解釈について説明したよくある質問（FAQ）と

ガイダンス文書を発表しました。 

Questions and Answers: G7 agrees oil price cap (europa.eu)  
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-12/guidance-russian-oil-price-cap_en_0.pdf 
 

EU のプライスキャップ制度は、米国や英国の制度とおおむね同じですが、EU の現行法を踏まえた

重要な相違点がいくつかあります。 

 

EU のプライスキャップ制度の適用期間は、英国や米国の法律と比べて長くなっています。EU の制

度では、石油が仕向地の第三国で通関した後に、「...非特恵原産地規則に従って実質的に別の商品に

変質されることなく（つまり、精製されることなく）、再び海上輸送されることになった場合」であ

っても、「...プライスキャップは引き続き適用され」ます。 

 

ここでも、当事者は貨物の価格に関する適切な証明（Attestation）を取得することが求められ、その

内容は当事者がどの Tier に該当するかによって異なります。Tier の定義は英国や米国で採用されて

いるものと同じで、船主と P&I クラブは Tier 3 に分類されています。FAQ には、「価格情報を直接

入手できない EU 事業者が、適切なデューデリジェンスを尽くした上で Attestation を合理的に信頼し

た場合、仮にその Attestation が改ざんされていたり違法な者によって提供されていたりしたとして

も、EU 事業者が誠実に行動していれば、プライスキャップに違反したとみなされることはない」と

書かれています。 

 

事業者は、プライスキャップ取引の記録を 5 年間保管することを求められています。 

 

EU 規則 833/2014 の第 3n 条第 7 項は、プライスキャップを超える価格の石油を輸送していることが

判明した船舶に対する金融・技術サービスの提供を永久に禁止すると読めることから、この条項の解

釈の仕方について懸念がありました。この条項の解釈については FAQ 32～34 に記載があり、非 EU

船舶に関しては、そのような禁止はプライスキャップに故意に違反した場合に限られ、その後の航海

への海事・技術サービスの提供の禁止は、ロシア貨物にのみ 90 日間適用されると説明されていま

す。一方、EU 船舶が第 3n 条第 7 項に違反した場合は、加盟国の該当する法律に従って処分される

ことになります。 

 

経過措置 

米国、英国、EU の立法機関はいずれも、プライスキャップ制度が始まった時点で既にロシア産原油

を輸送している船舶に対して、2023 年 1 月 19 日まで 45 日間の事業縮小期間を設けることを定めて

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:259I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2367
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7469
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7469
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-12/guidance-russian-oil-price-cap_en_0.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-12/guidance-russian-oil-price-cap_en_0.pdf
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います。この事業縮小期間の開始と終了の正確なタイミングについては、米国、英国、EU それぞれ

で若干異なります。 

 

英国法では、P&Iクラブは、2022年 12月 5日 12:01（GMT）以前にロシア産原油を積んだ船主また

は傭船者が、貨物が 2022年 12月 5日 05:01（GMT）以前に完全に積み込まれたこと、および 2023

年 1月 19日 05:01（GMT）以前に荷揚げ予定であることが確認できる Date Attestationをクラブに

提出した場合に限り、保険カバーを提供してもよいことになっています。 

 

クラブが保険カバーを引き続き提供できるようにするためには、現在ロシア産原油を輸送している船

主や傭船者は本 Circularの添付 Iの Attestationフォームに記入のうえ、速やかに当クラブ宛てに提

出して、この要件を満たす必要があります（本和訳に添付の添付 Iフォームは申告内容をご理解いた

だくためのものであり、実際に提出いただく際には英文 Circularの ANNEX Iをご使用ください）。 

 

求められる証明（Attestation）の形式 

船主は、米国、英国、EU の 3 つの管轄いずれにおいても Tier 3 とみなされます。したがって、船主

は、契約の相手方（通常は傭船者）から、相手方がプライスキャップを超える価格で原油または石油

製品を購入しないという契約上の確約を得なければなりません。そのような Attestation は、単独の

文書であることもあれば、広範な契約の中に含まれることもあります。 

 

米国、英国、EU のいずれの管轄でも、個別の契約に合わせて利用できる Attestation の文案を提供し

ています。 

 

傭船者は、売買契約における役割によっては、Tier 3、もしくは Tier 2 となる可能性もあります。特

に、売買契約の当事者である場合や、売買契約から直接利益を得ているような場合は、例外的に Tier 

1 になる可能性もあります。その場合、Attestation の義務は一層厳しくなります。Tier 2 になった場

合は、契約上の価格詳細を入手し、要求があれば他の当事者がその詳細を利用できるようにすること

が求められます。価格詳細を入手できない場合は、プライスキャップを超える価格で石油を購入しな

いという確約を得なければなりません。Tier 1 の取引先が英国の管轄下にある場合などは、追加の報

告義務が適用されることもあります。 

 

記録の保管 

3 つの管轄のいずれにおいても、プライスキャップ制度に参加する当事者は記録の保管を求められま

す。英国の場合は 4 年間、米国と EU の場合は 5 年間、記録を保管しなければなりません。記録の保

管の程度は、プライスキャップ取引における当事者の立場、つまり Tier 1、2、3 のいずれに該当す

るかによって決まります。 

 
 

クラブによる保険カバー 

IG の加盟クラブは、それぞれの規則に従って、ロシア産の原油または石油製品の合法的な輸送に従

事する船舶に保険カバーを提供することができます。メンバーである船主または傭船者がそのような

https://www.gard.no/Content/34604218/cache=20220912100736/MemberCircular_12_2022.pdf
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合法的な輸送に従事するためには、すべてのプライスキャップ制度の要件を漏れなく順守し、適切な

デューデリジェンスを尽くし、Attestation に関するプロセスを忠実に守らなければなりません。 

 

ロシア産の原油または石油製品を輸送するメンバーは、3 つの管轄すべての要件に留意し、航海実施

のために必要な Attestation の写しを、P&I クラブから要請があり次第提供できるようにしておく必要

があります。 

 

クラブは、プライスキャップ制度を順守するために、船主または傭船者に提供されたプライスキャッ

プの Attestation が虚偽であると疑うに足る合理的な理由がある場合、または航海開始後に貨物がプ

ライスキャップより高値で販売された場合、保険カバーの提供を中止することが求められます。 

 

状況を問わず、クラブの保険カバーはプライスキャップ制度に厳格に従うことが提供の条件となりま

す。また、英国および米国の法律が適用されるクラブは、プライスキャップ制度の違反が疑われる場

合、それぞれの規制当局にその旨を通知する義務も負っています。 

 

IG 加盟の各クラブは、現行の制裁免責条項が、最新の法律やガイダンスに照らして Tier 3 の

Attestation 要件を満たしているか確認するため、こうした条項の見直しを今後行うことになります。 

 

メンバーにおかれましては、2022年 12月 5日 05:01（GMT）より、プライスキャップ制度の対象

となるロシア産原油に対する P&I保険カバーは、供給された（される）または引き渡された（され

る）ロシア産原油の単価がプライスキャップ以下であることが提供の条件となりますのでご注意くだ

さい。 

 

プライスキャップ制度に従ってロシア産の原油または石油製品を輸送しようとしているメンバー（船

主および傭船者）は、本 Circularの添付 IIの Attestationフォームに記入のうえ、速やかに当クラブ

宛てにご提出ください（本和訳の添付 IIフォームは申告内容をご理解いただくためのものであり、実

際に提出いただく際には英文 Circularの ANNEX IIをご使用ください）。 

 

緊急事態への保険カバー 

プライスキャップに関する法律は、制裁によって海難事故への対応が妨げられることのないようにす

る必要性を認識しているようです。英国の法律は、人の健康や安全、インフラ、環境に対する損害の

防止・軽減を支援するため海難事故に対処する人々の活動に関する例外規定を設けています。これよ

りおそらく範囲は狭いものの、EU の法律にも同様の規定があります。また、米国の General 

Licence No.57 は、船員の健康や安全、環境保護に関する船舶の緊急事態への対処に通常付随し必要

となる海事サービス取引を許可しています。 

 

IG の加盟クラブは、CLC 条約、バンカー条約、ナイロビ条約に従って発行されたブルーカードに基

づく、海難事故による第三者の被害者（沿岸国を含む）への直接的な義務に留意しているため、海難

事故による損害の防止・軽減に関する第三者からの請求にクラブが対応できるようにする必要がある

との認識が広まることを歓迎します。 

 

https://www.gard.no/Content/34604218/cache=20220912100736/MemberCircular_12_2022.pdf
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ただし、メンバーにおかれましては、クラブがブルーカードに基づく義務を負ったのち、違法な輸送

を伴う航海に関係したとの理由からブルーカードに関する義務が免除された場合、クラブがメンバー

からその費用を回収する権利を有していることにご留意ください。 

 

リスク 

EU/G7（オーストラリアも含む）が進めているプライスキャップ制度は、コンプライアンスに関する

独自の課題をもたらしています。 

 

ロシアはプライスキャップ制度に反対しているため、虚偽の書類を作成したり、瀬取りを繰り返して

原産地の異なる貨物を混ぜたり、原産地を分かりにくくしたりして、制裁を免れようとする行為が常

套化するリスクがあります。 

 

船主や傭船者は、適切なデューデリジェンスを尽くし、表面上は有効な Attestation を入手すれば、

いかなる法律にも違反することはないでしょう。しかし、保険者、再保険者、旗国、銀行など海事サ

ービスや技術支援の提供者は、プライスキャップが順守されていないと疑うに足る合理的な理由があ

れば、そのサービスを中止する義務があります。 

 

船積み後に違反が確認された場合、当局が貨物の最適な処分方法を決めるまでの間、長期にわたって

船舶が無保険で通常の銀行サービスを利用できない状態に置かれる可能性があります。 

 

国際グループに加入するすべてのクラブが同様のサーキュラーを発行しています。 

 
 

上記に関するご質問については、Gard Arendal の Ingvild Høgenes Nilsen が担当窓口となりますが、

Gard Japan（Email: gardjapan@gard.no ）までお問い合わせ頂いても結構です 

 

敬具 

GARD AS 

 
Rolf Thore Roppestad 

CEO（最高経営責任者） 

  

mailto:ingvild.nilsen@gard.no
mailto:gardjapan@gard.no
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添付 I 

 
 

発行先： 

 
 
      

P&I クラブ名 

 
 
      

P&I クラブ所在地 

 
 

ロシア産原油輸送の事業縮小期間に関する宣誓書 

 

1. 被保険者は、[船名を記入]（以下、「本船」）に積載されているロシア産原油に関して、以下の

ことを表明し、保証する。 

 

(a) 2022 年 12 月 5 日午前 5:01（GMT）以前に積出港で本船に積まれたこと、および 

(b) 2023 年 1 月 19 日午前 5:01（GMT）以前に仕向港で荷揚げされたか、荷揚げ予定であること 

 

2. 被保険者は、(i) 当航海の詳細（積出港・仕向港、取引当事者など）に関する情報と書類、および

(ii) ロシア産原油が 2022 年 12 月 5 日午前 5:01（GMT）以前に積出港で本船に積まれ、2023 年

1 月 19 日午前 5:01（GMT）以前に仕向港で荷揚げされたか、荷揚げ予定であることを証明する

情報と書類を保有しており、クラブから要請がある場合にはこれを可能な限り速やかに、ただし

遅くとも要請から 5 営業日以内に提供する。 

 

3. 被保険者とクラブは、本証明書の完成版を 5 年間保有する。 

 
 
       

保険証書番号またはその他の照会情報 

 
 
       

被保険者名 

 
 
       

被保険者所在地 

 
      

代表者（氏名） 
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代表者役職 

 
      

署名 

 
      

署名日  
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添付 II 

 
 

発行先： 

 
 
      

P&I クラブ名 

 
 
      

P&I クラブ所在地 

 
 

ロシア産原油・石油製品に関するプライスキャップ制度順守宣誓書 

 

1. 被保険者は、保険対象となる当事者によるロシア産の原油または石油製品の海上輸送に関す

るサービスの提供については、すべて英国、米国、欧州連合および加盟国（日本、ノルウェ

ーなどの同盟国、協定国を含む）の政府が施行するプライスキャップ制度を順守してきてお

り、現在も順守しており、今後も順守することを表明し、保証する。被保険者は、プライス

キャップ制度を回避・迂回し、もしくは本制度に違反しようとする意図や目的をもった行動

を取ったことはなく、今後も一切取らないことを表明し、保証する。 

 

2. 被保険者は、プライスキャップ制度の順守に関する情報と書類（Tier 1 または Tier 2 に該当す

る者が提供した報告の適切な証明や証拠など）を、クラブから要請がある場合には可能な限

り速やかに、ただし遅くとも要請から 5 営業日以内にクラブに提供するものとする。 

 

3. 被保険者は、自らがプライスキャップ制度に反する行動に関与したか、関与していると疑う

に足る合理的な理由がある状況に気づいた場合、その状況を直ちにクラブに通知するものと

する。クラブは、プライスキャップ制度の違反が起きていると疑うに足る合理的な理由を示

す情報を関連当局に通知することができる。 

 

4. クラブは、保険カバーの提供、クレームへの支払、または被保険者の責任に対する利益の提

供によってプライスキャップ制度に違反するおそれがある場合は、いかなる責任または費用

についても被保険者に補償をしないものとする。クラブは、プライスキャップ制度の違反が

起きていると判断した場合、保険契約を直ちに終了することができ、準拠法の許容範囲を超

える保険契約上のいかなる責任も負わない。 

 

5. 被保険者とクラブは、本証明書の完成版を 5 年間保有する。 

 
 
      

保険証書番号またはその他の照会情報 
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被保険者名 

 
      

被保険者所在地 

 
      

代表者（氏名） 

 
      

代表者役職 

 
      

署名 

 
      

署名日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情報に依拠

することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。 

 

本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻訳されておりま

す。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証す

るものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありまし

たらガードジャパン株式会社までご連絡ください。 


